
 京都市国際交流会館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

                          京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市国際交流会館条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市国際交流会館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１条各号列記以外の部分中「京都市国際交流会館利用許可申請書（第１号様式）」を

「条例第３条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が市長の承認

を得て定める申請書」に改め，「条例第３条第１項に規定する」及び「（以下「指定管理

者」という。）」を削り，同条第１号を次のように改める。 

  指定管理者が市長の承認を得て定める付属設備の利用に係る明細書（付属設備を利

用しようとする場合に限る。） 

第５条中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

  災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 ２分の１に相

当する額 

 別表舞台設備の項中「４，３２０」を「４，４００」に，「２，３６０」を「２，４０

０」に，「１，７４０」を「１，７８０」に，「１，３３０」を「１，３６０」に，「８

２０」を「８３０」に，「７２０」を「７３０」に，「５１０」を「５２０」に，「１，

４４０」を「１，４６０」に，「８，５３０」を「８，６９０」に，「５，１４０」を「５，

２３０」に改め，同表音響設備の項中「１，４４０」を「１，４６０」に，「１，３３０」

を「１，３６０」に，「１，０２０」を「１，０４０」に，「２，５７０」を「２，６１

０」に，「１，２３０」を「１，２５０」に，「８２０」を「８３０」に改め，同表映写

設備の項中「８，２２０」を「８，３８０」に，「２，８８０」を「２，９３０」に，「１

６４０」を「１，６７０」に，「２，５７０」を「２，６１０」に，「３，９００」を「３，

９８０」に，「２，９８０」を「３，０３０」に改め，同表照明設備の項中「５１０」を

「５２０」に，「３，８００」を「３，８７０」に，「１，５４０」を「１，５７０」に，

「３，７００」を「３，７７０」に，「８，５３０」を「８，６９０」に，「２，５７０」

を「２，６１０」に改め，同表楽器の項中「２１，３９０」を「２１，７９０」に，「６，

９９０」を「７，１２０」に改める。 

 第１号様式及び第２号様式を削る。 

８２



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

   次項の規定 この規則の公布の日 

   第１条及び第５条の改正規定並びに第１号様式及び第２号様式を削る改正規定 平

成３１年４月１日 

   別表の改正規定及び附則第３項の規定 平成３１年１０月１日 

（準備行為） 

２ 前項第３号に掲げる規定による改正後の京都市国際交流会館条例施行規則（以下「改

正後の規則」という。）の規定による付属設備の利用に係る料金の徴収その他これを徴

収するために必要な準備行為は，同号に掲げる規定の施行前においても行うことができ

る。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る

料金について適用し，同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（総合企画局国際化推進室） 

 


